
沖縄県民投票の結果を尊重し、辺野古埋め立て工事を中止し、沖縄県と誠

意をもって協議を行うことを求める意見書 

 

 沖縄県においては、地方自治法第７４条による県民の直接請求に基づき、昨

年１０月３１日、辺野古米軍基地建設のための埋め立ての賛否を問う県民投票

条例を制定し、本年２月２４日に投票が行われた。 

投票の結果は、辺野古埋め立ての反対票は７１．７％を占めるに至った。 

玉城デニー沖縄県知事は、条例の規定に基づいて県民投票の結果を内閣総理

大臣及びアメリカ合衆国大統領に通知し、安倍晋三首相に新基地建設断念と日

米両政府と沖縄県による話し合いの場を設けることを提案した。 

しかし、安倍晋三首相は埋め立て工事の継続を表明し、三者協議については

進展が見られない。 

県民投票において埋め立て反対という沖縄県民の明確な民意が示された以上、

憲法が保障する地方自治と民主主義、国民主権を踏まえた真摯な対応が求めら

れている。 

よって、国においては地方自治と民主主義を尊重し、沖縄県民の投票結果を

踏まえ、辺野古埋め立て工事を中止し、沖縄県と誠意をもって協議を行うこと

を強く要望する。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 
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